
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



15 法令制限等について 
（１） 保安林の立木伐採、または搬出に係る作業行為の知事協議の状況は「立木公売物件

総括表」のとおりです。 
 なお、協議期間満了までに事業を終了できない場合、更新手続は檜山森林管理署で

行いますが、事業の進行状況について照会することがありますのでご協力をお願いし

ます。 
（２） 事業実行の際は、保安林指定の有無を問わず、林地保全、河川汚濁防止等には十分

配慮願います。 
 
16 物件の現地案内 

現地案内は以下の日程で行いますので、集合場所をお間違えのないようお願いします。 
８月２３日（火曜日） 
第１号～第２号物件  午前１０時 道の駅しりうち集合 
                 上磯郡知内町字湯ノ里４８番地１３ 
 
第３号物件      午後１時  上磯厚沢部線茂辺地側ゲート前（西岐林道入口） 
 
また、参加される方につきましては８月１８日（木曜日）の午後３時までに檜山森林管理

署業務グループ（経営担当）までご連絡ください。 
希望者がいなかった場合は現地案内を行いませんのでご注意ください。 

 
17 国有林野事業林産物売買契約約款、北海道森林管理局競争契約入札心得等については、北

海道森林管理局ホームページの公売・入札情報の「競争参加資格関係及び契約約款等」に記

載しております。 
（http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/index.html) 

 
18 その他詳細については、檜山森林管理署業務グループにお問い合わせ下さい。 
 
 

檜山森林管理署      
〒 043-1112  檜山郡厚沢部町緑町 162-28 

Tel. 0139 - 64 - 3201 
050 - 3160 - 5810 (ＩＰ) 

Fax. 0139- 67 - 2749 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
     
 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 


